
3/12(土) 14:30～ 【開催場所：琴浦町役場本庁舎 2F 防災会議室】 ※オンライン開催(左記会場で取材のみ)

(一社)構想日本が提案する「※ふるさと住民票制度」を活用し、本町のまちづくりに様々なかたちで関わっていた

だく町外在住の関係人口を「コトウラファンサポーター」として認定する。当日参加者と第一認定者は以下のとおり。

【琴浦町参加者】福本町長、山口副町長、山根企画政策課長、浜川係長、地域おこし協力隊、辻中(取材対応)

【認定授与者】

■No.0001村本 理紗（東京在住 20代女性）
むらもと り さ

■No.0002今 久里子(東京在住 20代女性)
こん く り こ

年度初めは琴浦町に対し無関心もしくは町イベントの

一参加者だったが、町内給食メニューの検討や

意見交換を通して、より関係人口としての濃度が高い者を認定。 ▲コトウラファンサポーター認定証

また、同日は琴浦町の観光地を回らず琴浦の「人」にスポットを当てた魅力紹介ツアー「コトトーク！」を開催。

コトウラファンサポーターには企画の段階から当日も運営側で関わっていただく。

14:30 認定式開始、コトウラファンサポーター概要説明

14:35 琴浦町長挨拶

14:40 コトウラファンサポーター認定証、専用名刺授与

14:45 コトウラファンサポーター挨拶

14：50 町長等とやりとり、取材対応、撮影等

15:00 惑星コトウラ衛星探索事業「コトトーク！」開始

※琴浦の「人」にスポットを当てた魅力紹介オンラインツアー ▲コトトーク！イベント内容

①中本純（琴浦町へU ターン。WAKU coffee というコーヒーショップをアプト内で経営）

②大原啓（元地域おこし協力隊として琴浦町に移住。ミニトマトとスイカを栽培している農家）

「ふるさと住民票」は、法律に基づく「住民票」とは異なり、自治体が創意工夫をしながら自由に制度を決めること

ができる柔らかいしくみである。出身地に愛着がある人、新たに「ふるさと」を創出したい人など、多様な関わり方

に応えつつ、まちづくりに関わっていただくことを目的とする。琴浦町ではこの考え方を活用し「コトウラファンサポ

ーター」として､琴浦町の関係人口創出、ファンやサポーターづくりに今後貢献する可能性のある者を認定する。

【本件に関するお問い合わせ】

〒689-2392 鳥取県東伯郡琴浦町大字徳万 591-2 琴浦町役場企画政策課 ℡0858-52-1708 担当：辻中

令和 4年 3月 8日 琴浦町役場

企画政策課 人口対策担当

倉吉記者クラブ加盟社 御中

コトウラ流の関係人口を創出!!

「コトウラファンサポーター認定式」＆「コトトーク！」開催
琴浦町に住んでいなくても、様々な形でまちづくりに関わっていただく

「コトウラファンサポーター」を認定し、同日はファンサポーターと町が一緒にイベントを運営。

「※ふるさと住民票制度」とは？


